
                  令和７年１２月 
                                  （令和８年１月更新） 

各政治団体 御中 
    東京都選挙管理委員会 

 

令和７年分政治資金収支報告書の提出について 
 
 政治資金規正法に基づく政治団体の収支報告書について、令和７年分の作成及び提出の御

案内です。 
 政治団体の会計責任者は、当該政治団体の活動の有無に関わらず、また、収入・支出が  

「０円」であっても、収支報告書を提出する義務があります。 

 また、提出期限までに令和７年分収支報告書を提出しない団体のうち、令和６年分収支報

告書も未提出の団体は、政治団体としての届出をしていない団体とみなされ、提出期限を経

過した日以後、政治活動のための寄附を受け、又は支出をすることができなくなります（政

治資金規正法第 17 条第２項）。 

記 
 
１ 提出期間   令和８年１月５日（月）から３月３１日（火）まで 
                    ４月３０日（木）まで 

（土曜日、日曜日、祝日は除きます。） 
ただし、国会議員関係政治団体は、６月 １日（月）までとなります。  

                               ６月３０日（火）まで  

※提出期間中に衆議院議員の総選挙の公示がされたため、令和７年分収支報告書の提

出期限が延長されました。   

   

２ 受付時間   午前９時から午後５時まで  
◎12 時から午後２時は対応する職員が少なくなり、混雑が予想されます。 

また、午後４時以降は混雑することが多いので、御了承ください。 
 
３ 提 出 先   東京都選挙管理委員会事務局 総務課 政治団体担当 
              〒163-8001 東京都新宿区西新宿２－８－１  

東京都庁第一本庁舎 北（Ｎ）塔 40 階  

電話 03-5000-7257（直通） 
【都庁舎への入庁方法】(https://visitorsignin.metro.tokyo.lg.jp/) 
◎来庁の際は、都庁第一本庁舎北側エレベーターホールの「Ａ（オレンジ色）」

表示ブロックのエレベーターを御利用ください。 

◎郵送で提出する際は、上記提出先に送付してください。 

 
４ 持 ち 物   会計責任者及び代表者の印（認印で可、インク浸透印等は不可） 

       ◎収支報告書の修正には会計責任者の印が必要です。 
◎収支報告書の表紙の内容等に変更が生じた場合は「届出事項等の異動届」（資 

 金管理団体については、併せて「資金管理団体届出事項の異動届」）が必要で 

 す（都団体２部、全国団体３部）。その際に代表者の印（代表者が異動する場 

 合は、新代表者の印）が必要です。 

令和８年１月更新の箇所は青字で表記しています。 
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Ⅱ 収 入 の 状 況 

１ 収支の状況（その２） 

金　　　　　額 金　　　　　額

Ⅰ 収　入　総　額 (1)～(2)の計 19,118,720 支　出　総　額 １～２の計 18,662,898

(1) 前年からの繰越額 123,000 経常経費の合計  (1)～(4)の計 7,697,263

(2) 本年の収入額 １～６の計 18,995,720 (1) 人　　件　　費 5,432,020

１ 個人の負担する党費又は会費 1,200,000 (2) 光　熱　水　費 194,543

 　(党費又は会費を納入した人の数)                 120人 (3) 備品・消耗品費 921,000

２ 寄附 (1)～(2)の計 1,755,600 (4) 事　務　所　費 1,149,700

(1) 寄附の区分　     　ア～ウの計 1,755,600 政治活動費の合計　(1)～(6)の計 10,965,635

ア　個人からの寄附 1,155,600 (1) 組 織 活 動 費 2,230,650

　(うち特定寄附) （200,000） (2) 選 挙 関 係 費 945,150

イ　法人その他の団体からの寄附 0 (3) 機関紙誌の発行その他の

ウ　政治団体からの寄附 600,000 　　事業費　　       　ア～エの計 6,838,005

(寄附のうち寄附のあっせんによるもの) （100,000） ア　機関紙誌の発行事業費 423,040

(2) 政党匿名寄附 0 イ　宣伝事業費 2,902,280

３ 機関紙誌の発行その他の事業による収入 13,830,000 ウ　政治資金パーティー開催事業費 3,417,060

12,240,000 エ　その他の事業費 95,625

850,000 (4) 調 査 研 究 費 118,790

((2)のうち対価の支払いのあっせんによるもの) （600,000） (5) 寄 附 ・ 交 付 金 512,620

４ 借　入　金 500,000 (6) そ の 他 の 経 費 320,420

５ 1,100,000 備 考

６ その他の収入 (1)～(2)の計 610,120

(1) 10万円未満のものの計 10,120

(2) 10万円以上のものの計 600,000 Ⅲ 翌年への繰越額　(Ⅰ－Ⅱ) 455,822

２

(1)
(３のうち特定パーティーの対価に係る収入)
（1000万円以上の政治資金パーティー）

(2)
(３のうち政治資金パーティーの対価に係る収入)

（1パーティーで1人２０万円超の支払）

本部又は支部から供与された交付金に係る収入

都 団 体 用

項　　　　　　　　　目 項　　　　　　　　　目

Ⅱ

１

(その２)(その２) 収 支 の 状 況表紙の前年繰越額と一致します。

実人数です。

内訳は不要です。

資金管理団体及び
国会議員関係政治団体は、
内訳（その14）が必要です。

 
 

１　収支の総括表

２　収入項目別金額の内訳

　(1) 個人の負担する党費又は会費

　(2) 寄　附

 ア　寄附(イを除く。)の区分

(ｱ) 個　人　か　ら　の　寄　附

　　( う　ち　特　定　寄　附 )

(ｲ) 法人その他の団体からの寄附

(ｳ) 政 治 団 体 か ら の 寄 附

小　計　　(ｱ)　＋　(ｲ)　＋　(ｳ) 　

(寄附のうち寄附のあっせんによるもの)

 イ　政 党 匿 名 寄 附

合　計　　　( ア　＋　イ )　　　　

全国団体用

 収　　入　　総　　額 19,118,720

( 前 年 か ら の 繰 越 額 ) 123,000

( 本　年　の　収　入　額 ) 18,995,720

 支　　出　　総　　額 18,662,898

 翌 年 へ の 繰 越 額 455,822

金　　額 1,200,000

員　　数 (党費又は会費を納入した人の数) 　　　　　　　　　　　　 120人

備　　　　　　　考

1,155,600

（200,000）

0

600,000

1,755,600

（100,000）

0

1,755,600

(その２)(その２) 収 支 の 状 況(その２)

実人数です。

表紙の前年繰越額と一致します。

下の「党費又は会費」と「寄附の合計」（「その７」と
「その９」の合計）及び収入の内訳（「その３」、
「その４」、「その５」、「その６」）を合算したものです。

（その13）の合計額と一致します。

政党・政党の支部
及び政治資金団体以
外の政治団体は受領
できません。
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２ 機関紙誌の発行その他の事業による収入（その３） 

 

 
 

３ 借入金（その４） 

 

 (3) 機関紙誌の発行その他の事業による収入

事　業　の　種　類 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　　　　　　　考

機関紙「国政報告だより」 980,000

新宿太郎を励ます会 11,000,000
令和◯◯年１月３０日　新宿区◯町　◯◯ホテル◯の間

（前年収入５０万円、共催した××政治連盟の収入８０万円）

◯△記念パーティー 1,240,000 令和◯△年３月１０日　新宿区△△　△△会館で開催予定

忘年会 96,000 令和◯◯年１２月２日

忘年会 514,000 令和◯◯年１２月１０日

こ　の　頁　の　小　計 13,830,000

合　　　　　　計 13,830,000

(注１) 同一の事業収入は一行に計上してください。

(注２) 政治資金パーティーのうち、1,000万円以上のパーティーについては

    　（その１０）に詳細を再掲してください。

(注３) 1回の政治資金パーティーにつき、同一者から20万円超の対価の支払いがある場合は

      （その１１）に支払をした者の氏名等を記載してください。

(注４）政治資金パーティーは備考欄に開催日、開催施設の所在地（区市町村名を含む）

　　　 及び施設名を記載してください。

(その３)

・ 会費等の収入を伴って行った事業等をすべて記載します。
また、ここに記載した事業については、（その２）の「２ 政治活動費（３）機関紙誌の発行その他の事業費」の
支出に対応していますので、必ず「アからエの各事業」に区分し、かつ事業の種類ごとに（その15）を作成します。

・ 政治資金パーティーは、備考欄に開催日、開催場所等を記載します。
・ 特定パーティー（1,000万円以上の政治資金パーティー）の場合は、併せて（その10）にも記載が必要です。
・ 都団体は、合計額が（その２）の「３ 機関紙誌の発行その他の事業による収入」に記載の額と一致します。
・ 同一事業名で複数回開催した場合は、備考欄に開催日を記入します。

 (4) 借　入　金

借　　　入　　　先 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　　　　　　　考

新宿銀行新宿支店 300,000

新山　新一郎 200,000

こ　の　頁　の　小　計 500,000

合　　　　　　計 500,000

(注１) 12月31日現在で、同一の借入先からの100万円を超える借
　　　 入金がある場合は、(その17)に有と記載し、内訳として
       (その18)が必要です。
(注２) 合計は最終頁に記載してください。

(その４)

・ その年の12月31日現在で、借入先ごとの残高が100万円を超える場合（100万１円以上の場合）には、
（その17）の「資産等の状況」の「シ 借入先ごとの残高が100万円を超える借入金」の有の□に
レ点をし、（その18）に借入先及び未返済の金額を具体的に記載します。

・ 都団体は、合計額が（その２）の「４ 借入金」に記載の額と一致します。
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２ 機関紙誌の発行その他の事業による収入（その３） 

 

 
 

３ 借入金（その４） 

 

 (3) 機関紙誌の発行その他の事業による収入

事　業　の　種　類 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　　　　　　　考

機関紙「国政報告だより」 980,000

新宿太郎を励ます会 11,000,000
令和◯◯年１月３０日　新宿区◯町　◯◯ホテル◯の間

（前年収入５０万円、共催した××政治連盟の収入８０万円）

◯△記念パーティー 1,240,000 令和◯△年３月１０日　新宿区△△　△△会館で開催予定

忘年会 96,000 令和◯◯年１２月２日

忘年会 514,000 令和◯◯年１２月１０日

こ　の　頁　の　小　計 13,830,000

合　　　　　　計 13,830,000

(注１) 同一の事業収入は一行に計上してください。

(注２) 政治資金パーティーのうち、1,000万円以上のパーティーについては

    　（その１０）に詳細を再掲してください。

(注３) 1回の政治資金パーティーにつき、同一者から20万円超の対価の支払いがある場合は

      （その１１）に支払をした者の氏名等を記載してください。

(注４）政治資金パーティーは備考欄に開催日、開催施設の所在地（区市町村名を含む）

　　　 及び施設名を記載してください。

(その３)

・ 会費等の収入を伴って行った事業等をすべて記載します。
また、ここに記載した事業については、（その２）の「２ 政治活動費（３）機関紙誌の発行その他の事業費」の
支出に対応していますので、必ず「アからエの各事業」に区分し、かつ事業の種類ごとに（その15）を作成します。

・ 政治資金パーティーは、備考欄に開催日、開催場所等を記載します。
・ 特定パーティー（1,000万円以上の政治資金パーティー）の場合は、併せて（その10）にも記載が必要です。
・ 都団体は、合計額が（その２）の「３ 機関紙誌の発行その他の事業による収入」に記載の額と一致します。
・ 同一事業名で複数回開催した場合は、備考欄に開催日を記入します。

 (4) 借　入　金

借　　　入　　　先 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　　　　　　　考

新宿銀行新宿支店 300,000

新山　新一郎 200,000

こ　の　頁　の　小　計 500,000

合　　　　　　計 500,000

(注１) 12月31日現在で、同一の借入先からの100万円を超える借
　　　 入金がある場合は、(その17)に有と記載し、内訳として
       (その18)が必要です。
(注２) 合計は最終頁に記載してください。

(その４)

・ その年の12月31日現在で、借入先ごとの残高が100万円を超える場合（100万１円以上の場合）には、
（その17）の「資産等の状況」の「シ 借入先ごとの残高が100万円を超える借入金」の有の□に
レ点をし、（その18）に借入先及び未返済の金額を具体的に記載します。

・ 都団体は、合計額が（その２）の「４ 借入金」に記載の額と一致します。

 

４ 本部又は支部から供与された交付金に係る収入（その５） 

（ここで言う支部とは、選挙管理委員会又は総務大臣へ届出をした支部を指します。） 

 

 

５ その他の収入（その６） 

 

 (5) 本部又は支部から供与された交付金に係る収入

交付金を供与した本部又は支部の名称 金　　　　　　　　　額 主たる事務所の所在地 備　　考

新宿政策研究会◯◯支部 500,000 新宿区◯◯３丁目２番１号

　　〃 400,000 　　　〃

　（計） 　　　　　　　　（　900,000　

新宿政策研究会△△支部 200,000 新宿区△△４丁目３番２号

こ　の　頁　の　小　計 1,100,000

合　　　　　　計 1,100,000

年 月 日

(注１)同一の本部又は支部（選挙管理委員会又は総務大臣へ届け

　　　出たものに限る）からの交付金が複数ある場合は｢名寄せ｣

　　　して年月日順に記載し、｢計｣を入れてください。

(注２)合計は最終頁に記載してください。

◯◯． ６．30

◯◯．12．24

）

◯◯．12．25

(その５)

・ 政治団体の本部又は支部として届け出のある団体が、当該政治団体の本部・支部、あるいは支部・支部間の
資金のやりとりがあった場合には、寄附（その７）ではなくこの様式（その５）に記載します。

・ 本部又は支部を持たない独立した政治団体がこの様式を使用することはありません。
・ 都団体は、合計額が（その２）の「５ 本部又は支部から供与された交付金に係る収入」に記載の額と一致します。

 (6) その他の収入

摘　　　　　要 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　　　　　　　考

金銭以外のものによる寄附相当分 90,000 ◯◯．６．１０　新宿太郎に選挙運動用葉書を提供

　　〃 400,000 ◯◯．６．２５　新宿太郎に選挙事務所を提供（８日間）

広告掲載料 110,000 機関紙掲載広告料　◯◯．８．８

こ　の　頁　の　小　計 600,000

１件１０万円未満のもの 10,120

合　　　　　　計 610,120

(注１)１件10万円以上の収入は個別に記載し、１件10万円未満
　　　の収入は「１件10万円未満のもの」欄に一括してその合
　　　計金額を記載してください。
(注２)「１件10万円未満のもの」と「合計」は最終頁に記載し
　　　てください。

(その６)

・ 収入の各項目（その３～５、その７）に区分されない収入がある場合にこの様式に記載します。
・ 支出（その14、その15）で無償提供したもの（例：選挙運動用葉書、選挙事務所等）がある場合には、
必ずこの様式に収入として記載します。

・ 都団体は、（その２）の「６ その他の収入」に記載した内容と一致します。
・ 例えば「預金利息」等で、１件10万円に満たないものは合算して「１件10万円未満のもの」に記載します。
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９ 機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち特定パーティーの対価に係

る収入の内訳（その10） 

 

10 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳（その11） 

 

11 政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんによる

ものの内訳（その12） 

 

 (10) 機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち特定パーティーの対価に係る収入の内訳

特定パーティーの名称 対 価 に 係 る 収 入 の 金 額
対価の支払を
した者の数

開 催 場 所 備　　　考

新宿太郎を励ます会 11,000,000 550
新宿区○町１番１号
　　　○○ホテル○の間

前年収入
××人、○○円

共催した
××政治連盟の収入８０万円

○△記念パーティー 1,240,000 62
新宿区△△２丁目３番４号
　　　　　　　　△△会館

開催予定
（規模２千万円）

こ　の　頁　の　小　計 12,240,000

合　　　　　　計 12,240,000

(注1)　特定パーティーとは対価に係る収入の金額が1,000万円以上の政治資金
　　　 パーティーをいいます。
(注2)　開催場所欄には、開催施設の所在地（区市町村名を含む）及び施設名
　　　 を記載してください。
(注3) （その３）に記載した特定パーティーの詳細を再掲してください。

開催年月日

○○．１．３０

○△．３．１０

(その10)

・ (その３)に記載した政治資金パーティーの中から、特定パーティー(収入が1,000万円以上の政治資金パーティー)又は
特定パーティーとなると見込まれるものについて、再度詳細を記載します。

・ 前年開催又は翌年開催であっても、開催規模が1,000万円以上又は1,000万円以上と見込まれる政治資金パーティーは、
当該年の収入が1,000万円以下であっても記載します。

・ 前年の収入がある場合には、備考欄にその人数・金額を記載します。
・ 共催の場合には、備考欄に共催した団体の名称・金額を記載します。
・ 都団体は、(その２)の「３ 機関紙誌の発行その他の事業による収入(１)(３のうち特定パーティーの対価に係る収入）」

に記載の額と一致します。

１つの特定パーティーで開催年以外の収入がある場合や他の団体と共同で開催した場合
には、備考欄に開催年以外の収入、共催した政治団体の名称・収入等を記載します。

対価の支払をした者の氏名
(又は名称)

金　　　　　　　　　額 職業(又は代表者の氏名) 備考

新　宿　　健　一 250,000 会社役員

丙　野　　次　郎 150,000 会社役員
前年分の購入金額

60,000円

こ　の　頁　の　小　計 400,000

合　　　　　　計 400,000

(注)この頁には、1パーティーにつき、同一者からの対価の支払いが、
　　20万円超（20万1円以上）のもののみ個別に記載してください。
　　合計は最終頁に記載してください。

○○．１．２１

○○．１．２5

新宿区新宿◯丁目１番２号

新宿区荒木町◯番２号

 (11) 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
政治資金パーティーの名称 ○△記念パーティー

対価の支払をした者の区分 1.個人 2.法人･その他の団体 3.政治団体

年 月 日 住所(又は所在地)

(その11)(その11)

同一の政治資金パーティーにおいて、20万円を超える（20万１円以上の）パーティー券の購入者について、
パーティー別、購入者の区分別に記載します（前年にも当該政治資金パーティー券を購入しており、
本年の購入分とあわせて20万円を超えた場合には、備考欄に「前年分の購入金額」を記載します。）。

対価の支払のあっせん者の氏名
(又は名称)

金　　　　　　　　　額 住所(又は所在地) 職業(又は代表者の氏名) 備考

新宿政治連盟 600,000 新宿区◯△３丁目3番３号 乙部　一郎

こ　の　頁　の　小　計 600,000

合　　　　　　計 600,000

○○．１．２８
○○．１．１～

　　　１．２５

 (12) 政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支
　　　払のあっせんによるものの内訳

政治資金パーティーの名称 新宿太郎を励ます会

対価の支払のあっせん者の区分  1.個人 2.法人･その他の団体 3.政治団体

提　　供
年 月 日

集 め た
期　　間

(その12)

都団体は、（その２）の「３ 機関紙誌の発行その他の事業による収入 （（２）のうち対価の支払いの
あっせんによるもの）」に記載の額と一致します。
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(2) 無償提供をした場合の記載方法(選挙運動用葉書及び選挙事務所の無償提供)

① 支出

② 収入

③ 領収書等を徴し難かった支出の明細書

(3) 政治活動費の内訳 (       陣中見舞舞舞        )

支 出 の 目 的 金        額 備考

選挙運動用葉書の提供 90,000 ○○ 6 10
無償無無償償

提供

選挙事務所の提供 400,000 ○○ 6 25
無償無無償償
提供

新宿 太郎 新宿区新宿○丁目１番１号

項 目 別 区 分 選挙関係費

年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地)

新宿 太郎 新宿区新宿○丁目１番１号

((その15)

(6) その他の収入

摘     要 金         額 備            考

金銭以外のものによる寄附相当分 90,000 ○○.６.10 新宿太郎に選挙運動用葉書を提供

金銭以外のものによる寄附相当分 400,000 ○○.６.25 新宿太郎に選挙事務所を提供(8日間)

((その６)

項   目 摘   要

選挙関係費 選挙運動用葉書の提供 無償提供のため

選挙関係費 選挙事務所の提供 無償提供のため400,000 ◯◯ .６ .25

支 出 の 目 的
金   額 年 月 日 領収書等を徴し難かった事情

90,000 ◯◯ .６ .10

領収書等を徴し難かった支出の明細書第１５号様式 (第９条関係 )

・①の支出は実際の支出ではないため、翌年への繰越額が実際の金額と不一致になる

①の支出は金銭を伴わない支出であり、領収書等を徴することができないと考えられます。

・無償提供分の支出について、時価に換算した金額を記載します。

・備考欄に無償提供と記載します。

現象が生じます。そこで、経理上の処理のため、収入にも同額を計上します。

・収入の項目はその他の収入（その６）とし、摘要欄に「金銭以外のものによる寄附
相当分」と記入し、備考欄に無償提供をした日付や内容を記入します。

そのため、「領収書等を徴し難かった支出の明細書」（第１５号様式）を作成します。
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12 寄附金（税額）控除のための書類について 
 

課税上の優遇措置の適用を受ける団体（適格団体）への個人からの寄附について、寄附者が
所得税の優遇措置を受けるためには、収支報告書に記載した「個人からの寄附」の内訳一件ご
とに、『寄附金（税額）控除のための書類』を適格団体が作成し、添付する必要があります。 
同一人から数回に分けて寄附を受けた場合には「寄附金の額」の欄には合計額を記載し、そ

の内訳を下段の「寄附の内訳」の欄に記載します。この場合、上段の「寄附年月日」の欄には
記載しないでください。 
その他、次ページの記載例を参照してください。 

 

(1) 適格団体について 
 適格団体とは、次の団体をいいます。 
① 政党、政党の支部及び政治資金団体 
② 国会議員が主宰又は主要な構成員である政治団体 

（国会議員氏名届を提出している団体です。） 
③ 政策研究団体（ 国会議員氏名届を提出している団体です。） 
④ 特定の公職の候補者を推薦し、又は支持する政治団体（いわゆる後援会など） 

国会議員、都道府県知事、都道府県の議会の議員、政令指定都市の市長、又は政令指
定都市の議会の議員（いずれも立候補予定者を含む。）を推薦し、又は支持することを
本来の目的としている団体のうち、「被推薦書」又は「国会議員関係政治団体に該当す
る旨の通知」を提出している団体が対象となります。 
ただし、現職以外（立候補者又は立候補予定者）に係る団体にあっては、当該選挙に

立候補した者の後援団体に限ります。 

 

(2) 控除の対象 
① 当該議員の現職の期間中が対象になります。 
② 選挙に立候補した場合は、当該選挙に立候補した年とその前年が対象です。 
③ 現職の議員が立候補しなかったときは、その議員の任期中が対象となります。 
④ 国会議員氏名届を提出している団体は、その団体に国会議員が所属している期間中が対
象となります。 

⑤ 例えば、議員が自己の資金管理団体や後援会に対して寄附をする場合や議員がお互い

に相手方の後援会に対して寄附をし合う場合など、寄附者に特別の利益が及ぶと認めら

れるものは、控除の対象とはなりません。 

※法改正により、令和８年１月１日から、公職の候補者が、政党の支部で選挙区の区域又

は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、その代表者が当該公職の候

補者であるものに対して政治活動に関する寄附をする場合においては、寄附金控除の特

例及び所得税額の特別控除の適用対象とならないものとされました。 

 

(3) 寄附金（税額）控除のための書類の交付 
① 都 団 体 
都団体は、東京都選挙管理委員会で審査・照合の上、確認印を押印して当日又は後日交
付します（３月下旬に提出された書類については、４月以降の交付となります。）。 

② 全国団体 
全国団体は、東京都選挙管理委員会で書類を受領した後、総務省へ送達し、総務省にお
いて審査・照合の上、交付しますので、都団体に比べて日数がかかります。 

 

(4) 寄附金（税額）控除のための書類の様式 

 寄附金（税額）控除のための書類については、東京都選挙管理委員会のホームページから

ダウンロードしてください。（https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/application/shikin-format） 

 

(5) 確認済みの書類の交付窓口 

① 都 団 体 …… 東京都選挙管理委員会事務局 総務課政治団体担当 03-5000-7257                                        

② 全国団体 …… 総務省 自治行政局選挙部 政治資金課       03-5253-5578 
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 寄附金（税額）控除のための書類については、東京都選挙管理委員会のホームページから

ダウンロードしてください。（https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/application/shikin-format） 

 

(5) 確認済みの書類の交付窓口 

① 都 団 体 …… 東京都選挙管理委員会事務局 総務課政治団体担当 03-5000-7257                                        

② 全国団体 …… 総務省 自治行政局選挙部 政治資金課       03-5253-5578 

                                              

≪記載例１≫ 現職議員の後援会が寄附を１回受領した場合 

 

確 認 欄 

 

寄附金（税額）控除のための書類 

 

 

 この寄附金は政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告された

ものです。 
 

（寄附をした者） 

氏       名 Ａ 沢 良 子  

住       所 中野区中野○丁目１番１号 

寄 附 金 の 額 
   百万 十万 万 千 百 十 円 

    ￥ ３ ０ ０ ０ ０ 

※ 寄 附 年 月 日   令和 ○○ 年 10 月 １ 日 

（寄附金の額には必ず￥をつけること。） 

 

（寄附を受けた団体） 

名 称 新 宿 政 策 研 究 会 

所 在 地 新宿区新宿△―１―１新宿マンション１０１号 

団 体 の 区 分 

いずれか該当するも 

のの番号を○で表示 

政党又は政治資金団体 

( )租税特別措置法第41条の18第１項

第１号又は第２号       
 

左記以外の特定の政治団体 

( )租税特別措置法第41条の18第１項

第３号又は第４号       
 

１ 2 

租税特別措置法第41条の18 

第１項第３号該当の場合      

その団体の主宰者又は主要な

構成員である国会議員の氏名 
 

租税特別措置法第41条の18 

第１項第４号該当の場合 

同号イ該当の場合は(2)の 

記載は必要ありません。  

(1) その団体が推薦し又は支

持する者の氏名 

 

新 宿 太 郎 

(2) 上記(1)の者が立候補した

選挙名及び立候補年月日

  

   選挙 

 令和  年  月  日  

 

（寄附の内訳） 

寄 附 年 月 日 寄 附 金 の 額 寄 附 年 月 日 寄 附 金 の 額 

・   ・ 円 ・   ・ 円 

・   ・ 円 ・   ・ 円 

・    ・ 円 ・    ・ 円 

    

・   ・ 円 ・   ・ 円 

（同一人から数回に分けて寄附を受けた場合には、上段の「※寄附年月日」欄への記載は不要です。） 

この欄は、寄附を複数回で受領した場合に、日付順に掲載します。 
１回のみの場合には記載しないでください。 

候補者は「○○選挙 ○○年△月△日」と

立候補した年月日を記載してください。 

現職は記載しないでください。 

 

（その７）の記載内容と一致させてください。 

「被推薦書」又は「国会議員関係政治団

体に該当する旨の通知」を提出している

団体が記載します。 

政党及び政党の支部は記載不要です。 

「国会議員氏名

届」を提出して

いる団体が記

載。後援会の記

入箇所はここで

はありません。 

収支報告書表紙

(その１)の内容と

一致します。 

− 29−



≪記載例２≫ 政党の支部が寄附を複数回受領した場合 

 

確 認 欄 

 

寄附金（税額）控除のための書類 

 

 

 この寄附金は政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告された

ものです。 
 

（寄附をした者） 

氏       名 新 宿 花 子 

住       所 新宿区四谷○丁目１番１号 

寄 附 金 の 額 
   百万 十万 万 千 百 十 円 

   ￥ １ ９ ０ ０ ０ ０ 

※ 寄 附 年 月 日   令和    年    月    日 

（寄附金の額には必ず￥をつけること。） 

 

（寄附を受けた団体） 

名 称 △△党東京都新宿区第１２支部 

所 在 地 新宿区新宿△―２―２ 

団 体 の 区 分 

いずれか該当するも 

のの番号を○で表示 

政党又は政治資金団体 

( )租税特別措置法第41条の18第１項

第１号又は第２号       
 

左記以外の特定の政治団体 

( )租税特別措置法第41条の18第１項

第３号又は第４号       
 

１ 2 

租税特別措置法第41条の18 

第１項第３号該当の場合      

その団体の主宰者又は主要な

構成員である国会議員の氏名 

 

租税特別措置法第41条の18 

第１項第４号該当の場合 

同号イ該当の場合は(2)の 

記載は必要ありません。  

(1) その団体が推薦し又は支

持する者の氏名 
 

 

(2) 上記(1)の者が立候補した

選挙名及び立候補年月日

  

   選挙 

 令和  年  月  日  

 

（寄附の内訳） 

寄 附 年 月 日 寄 附 金 の 額 寄 附 年 月 日 寄 附 金 の 額 

令和〇〇・ １・２５ ３０，０００円 ・   ・ 円 

令和○〇・ ６・２５ ３０，０００円 ・   ・ 円 

令和〇〇・１１・２５ ３０，０００円 ・   ・ 円 

令和〇〇・１２・２５ １００，０００円 ・   ・ 円 

・  ・ 円 ・   ・ 円 

（同一人から数回に分けて寄附を受けた場合には、上段の「※寄附年月日」欄への記載は不要です。） 

※１１月２５日分までは新宿区新宿□丁目３番３号である。 

年の途中で寄附者の住所等が異動した場合には、

余白にその旨を記載します。(収支報告書(その７)と

一致します。） 

寄附を複数回で受領したときには、寄附の内訳の欄に記載し、ここに寄附年月日を記入しないでください。 

（その７）の記載内容と一致させてください。 

政党及び政党の支部は記載不要です。 

収支報告書表紙

(その１)の内容と

一致します。 

− 30−



≪記載例２≫ 政党の支部が寄附を複数回受領した場合 

 

確 認 欄 

 

寄附金（税額）控除のための書類 

 

 

 この寄附金は政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告された

ものです。 
 

（寄附をした者） 

氏       名 新 宿 花 子 

住       所 新宿区四谷○丁目１番１号 

寄 附 金 の 額 
   百万 十万 万 千 百 十 円 

   ￥ １ ９ ０ ０ ０ ０ 

※ 寄 附 年 月 日   令和    年    月    日 

（寄附金の額には必ず￥をつけること。） 

 

（寄附を受けた団体） 

名 称 △△党東京都新宿区第１２支部 

所 在 地 新宿区新宿△―２―２ 

団 体 の 区 分 

いずれか該当するも 

のの番号を○で表示 

政党又は政治資金団体 

( )租税特別措置法第41条の18第１項

第１号又は第２号       
 

左記以外の特定の政治団体 

( )租税特別措置法第41条の18第１項

第３号又は第４号       
 

１ 2 

租税特別措置法第41条の18 

第１項第３号該当の場合      

その団体の主宰者又は主要な

構成員である国会議員の氏名 

 

租税特別措置法第41条の18 

第１項第４号該当の場合 

同号イ該当の場合は(2)の 

記載は必要ありません。  

(1) その団体が推薦し又は支

持する者の氏名 
 

 

(2) 上記(1)の者が立候補した

選挙名及び立候補年月日

  

   選挙 

 令和  年  月  日  

 

（寄附の内訳） 

寄 附 年 月 日 寄 附 金 の 額 寄 附 年 月 日 寄 附 金 の 額 

令和〇〇・ １・２５ ３０，０００円 ・   ・ 円 

令和○〇・ ６・２５ ３０，０００円 ・   ・ 円 

令和〇〇・１１・２５ ３０，０００円 ・   ・ 円 

令和〇〇・１２・２５ １００，０００円 ・   ・ 円 

・  ・ 円 ・   ・ 円 

（同一人から数回に分けて寄附を受けた場合には、上段の「※寄附年月日」欄への記載は不要です。） 

※１１月２５日分までは新宿区新宿□丁目３番３号である。 

年の途中で寄附者の住所等が異動した場合には、

余白にその旨を記載します。(収支報告書(その７)と

一致します。） 

寄附を複数回で受領したときには、寄附の内訳の欄に記載し、ここに寄附年月日を記入しないでください。 

（その７）の記載内容と一致させてください。 

政党及び政党の支部は記載不要です。 

収支報告書表紙

(その１)の内容と

一致します。 

 確 認 欄 

 

寄附金（税額）控除のための書類 

 

 

 この寄附金は政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたものです。 

 

（寄附をした者） 

氏       名  

住       所  

寄 附 金 の 額 
    百万 十万 万 千 百 十 円 

           

※ 寄 附 年 月 日   令和   年   月   日 

（寄附金の額には必ず￥をつけること。） 

 

（寄附を受けた団体） 

名 称   

所 在 地   

団 体 の 区 分 

いずれか該当するも 

のの番号を○で表示 

政党又は政治資金団体 

( )租税特別措置法第41条の18第１項

第１号又は第２号       
  

左記以外の特定の政治団体 

( )租税特別措置法第41条の18第１項

第３号又は第４号       
 

１ ２ 

租税特別措置法第41条の18 

第１項第３号該当の場合 

 その団体の主宰者又は主要な 

構成員である国会議員の氏名  
 

租税特別措置法第41条の18 

第１項第４号該当の場合 

同号イ該当の場合は(2)の 

記載は必要ありません。  

(1) その団体が推薦し又は支持 

する者の氏名       
 

(2) 上記(1)の者が立候補した  

選挙名及び立候補年月日  

 選挙 

 令和  年  月  日  

 

（寄附の内訳） 

寄 附 年 月 日 寄 附 金 の 額 寄 附 年 月 日 寄 附 金 の 額 

令和   ・  ・ 円 令和   ・  ・ 円 

令和   ・  ・ 円 令和   ・  ・ 円 

令和   ・  ・ 円 令和   ・  ・ 円 

令和   ・  ・ 円 令和   ・   ・ 円 

令和   ・  ・ 円 令和   ・  ・ 円 

令和   ・  ・ 円 令和   ・  ・ 円 

令和   ・  ・ 円 令和   ・  ・ 円 

（同一人から数回に分けて寄附を受けた場合には、上段の「※寄附年月日」欄への記載は不要です。） 




